
令和７年度群馬県欧州観光レップ設置事業 

企画提案要領 

 

１ 業務名 

令和７年度群馬県欧州観光レップ事業 

 

２ 業務目的 

群馬県では、東京に長期滞在する欧米豪個人旅行者やアジア圏の中高所得訪日リピータ

ーをターゲットとし、群馬県への誘客を促すとともに、来県したインバウンドの長期滞在

化や消費額の拡大を図っている。 

群馬県における欧州市場の割合は、全国および東京都における欧州市場の割合と比較す

ると小さく、欧州における群馬県の認知度は低い状況である。 

本事業は、欧州市場における群馬県の認知度向上を図るため、欧州に観光レップを設置

し、欧州市場の旅行ニーズを調査・分析を行うとともに、セールス活動およびプロモーシ

ョンを実施するものである。 

 

３ 業務の内容  

別添仕様書のとおり 

 

４ 契約方法  

公募型プロポーザル方式による随意契約 

 

５ 契約期間  

契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 



 

６ 事業費  

金 7,000,000 円（消費税および地方消費税を含む）以内とする。  

 

７ 応募資格  

以下の要件をすべて満たしていること。 

・事業の本拠地は問わないが、日本語でのやり取り及び日本円での支払いが可能な者。 

・業務委託契約における受託者として契約責任を果たす能力を持ち、財政的健全性を有し

ていること 

・事業執行にあたり、経理処理や事業遂行、その報告等を適切に行う事務的管理能力を有

しており、そのための体制が整備されていること 

・地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当していない者

であること 

・破産宣告を受け復権していない者でないこと 

・銀行取引停止処分を受けている者でないこと 

・会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立て、又は民事再生

法（平成 11 年法律 225 号)に基づく再生手続の申立てがなされている者でないこと 

・群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこと 

・暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと 

 

８ 事業説明会  

事業説明会は開催しない。 

 



９ スケジュール  

 （１）質問受付 

令和８年１月 25 日（日）午後 5 時まで 

※詳細は以下「１０質問受付」のとおり 

 （２）応募期限 

令和８年 1 月 30 日（金）午後 5 時まで 

※詳細は以下「１１応募手続き」のとおり 

 （３）審査期間 

令和８年 2 月 1 日（月）～2 月 5 日（金） 

※詳細は以下「1２審査及び結果の通知について」のとおり 

 

１０ 質問受付  

次のとおり、本公募への参加を予定する事業者から質問を受け付けます。 

 （１）質問受付期間 

令和８年１月 25 日（日）午後 5 時まで 

 （２）質問様式 

        別紙（様式１）質問書による 

 （３）質問方法 

        電子メールで、下記「１４ 提出先および問い合わせ先」に提出してください。 

 （４）その他 

        質問書受付から原則 2 営業日以内に、電子メールにより回答します。 

 

１１ 応募手続き  



 （１）提出書類 

   ①企画提案書表紙（様式 2） １部 

   ②団体・会社の概要 １部 

   ③類似業務の主な実績 1 部 

   ④企画提案書本体（任意様式） １部 

   ⑤業務実施体制表（任意様式） １部 

   ⑥見積書（任意様式） １部 

宛名は「公益財団法人群馬県観光物産国際協会 理事長 岩﨑真人」とし、経費 

を項目別に算出し、消費税および地方消費税額を明記すること。 

   ⑦誓約書（群馬県暴力団排除条例第 7 条関係）（様式３） １部 

   ⑧消費税「課税事業者届出書」又は「免税事業者届出書」(様式 4） 1 部 

 （２）提出方法・提出期限 

下記「１４ 提出先および問い合わせ先」あて、令和 8 年１月 30 日（金）正午まで

に、電子メールにより提出してください。 

 （３）応募書類の取扱い 

・提出された応募書類は返却しません。なお、応募書類は本件に係る事業者選定の   

審査目的のみに使用し、他の目的には使用しません。 

・提出された応募書類は、審査の必要上、複製することがあります。 

 （４）その他注意事項 

    ・応募書類の作成・提出に要する経費は提案者の負担とします。 

・提出された企画提案書等は、提出後に内容を変更することはできません。 

・提案者が提出書類に虚偽の記載又は改ざんをした場合は、当該企画提案を無効に

し、契約締結後の場合には、契約を解除することがあります。 



        ・提出後に辞退する場合には、速やかにご連絡をいただくとともに、その旨を書面にて

提出願います。 

・提出書類に不備があった場合は失格とし、審査の対象となりません。 

 

１２ 審査および結果の通知について 

提出された書類に基づき、以下の項目を審査し、最も優れた提案をした者を受託の優先交

渉者として決定します。なお、審査結果は令和８年 2 月 5 日（金）を目処に、応募者全てに

文書により通知します。なお、審査結果の詳細については、応募事業者からの個別の問い合

わせに対し、応募者数および当該事業者の順位のみを回答する。 

（審査基準） 

・企画提案内容（企画力、実現性・具体性、独自性）  

① レップオフィスの開設と運営・誘客方針および活動計画の策定に関すること  

② BtoB セールス・BtoC プロモーション・その他提案に関すること  

・実施体制等に関すること（業務遂行能力、業務への熱意・意欲、事業実績）  

・積算に関すること（見積金額の妥当性）           

・総合評価（全体的な整合性）  

 

１３ 契約についての留意点 

（1） 委託契約について 

・上記１２において選定された事業者を委託契約候補者とします。 

・企画提案内容がそのまま契約内容となるものではなく、具体的な契約内容および委託金額

は、（公財）群馬県観光物産国際協会（以下、「県協会」という。）との交渉で決定しま

す。 



・なお、優先交渉者との交渉が不調に終わった場合、次点とされた事業者と交渉する場合が

あります。 

(２) 再委託の禁止と部分委託について 

本事業は、自らすべて適切に実施しなければならず、業務の全部を第三者に再委託する

ことは認められない。ただし、県協会が、必要かつ適切と認めた場合に限り、部分委託を

することができることとします。   

(３) 事業成果の帰属 

本業務で得た成果品に関するすべての権利は、県協会に帰属します。ただし、受託者が

従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等（以下「権利留保物」

という）については受託者に留保するものとし、この場合、県協会は権利留保物について

の当該権利を非独占的に使用できることとします。 

(４) 個人情報および秘密の保持について 

   個人情報および委託業務に関連して知りえた情報等について他に漏らしてはならないも

のとします。 

 

１４ 提出先および問い合わせ先  

公益財団法人群馬県観光物産国際協会 ツーリズムデザインユニット 

〒371-0026 群馬県前橋市大手町二丁目 1 番 1 号 群馬会館 3 階 

電話：027-243-7273  FAX：027-243-7275 

      E-mail：gunma★gtia.jp（送信の際は★を@に変えてください） 

※電子メールによる提出をお願いいたします。 

※電子メールの容量が 10MB を超えることのないよう、お願いいたします。 

※電子メールの件名を「令和７年度群馬県欧州観光レップ事業」としてください。 



※持参を希望される場合には、上記問合わせ先まで電話にてご連絡ください。 

 


